
（10）市区町村（指定都市及び中核市を除く。全1,741団体）の地域手当補正後ラスパイレス
　指数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜第12表　市区町村の地域手当補正後ラスパイレス指数上位20団体＞ （単位：％）

（参　　　考）

高い順 H20.4.1現在 H21.4.1現在 （制度完成時）

東 京 都 瑞 穂 町 115.4 1 115.4 115.3 101.2 14.0 0.0 (0.0)

東 京 都 羽 村 市 112.5 2 111.4 112.4 101.8 16.0 5.0 (6.0)

東 京 都 東久留米市 111.9 3 110.9 113.9 101.3 16.0 5.0 (6.0)

神奈川県 南 足 柄 市 111.1 4 111.1 112.4 101.0 10.0 0.0 (0.0)

千 葉 県 君 津 市 110.5 5 110.5 108.2 102.3 8.0 0.0 (0.0)

東 京 都 奥 多 摩 町 109.6 6 109.6 110.9 97.9 12.0 0.0 (0.0)

神奈川県 開 成 町 109.3 7 109.3 111.5 101.2 8.0 0.0 (0.0)

兵 庫 県 明 石 市 108.6 8 108.6 105.3 101.7 10.0 3.0 (3.0)

神奈川県 綾 瀬 市 108.3 9 108.3 107.8 101.4 10.0 3.0 (3.0)

神奈川県 葉 山 町 108.3 9 108.3 107.4 104.4 10.0 6.0 (6.0)

神奈川県 寒 川 町 108.1 11 108.1 108.6 98.3 10.0 0.0 (0.0)

東 京 都 三 鷹 市 107.9 12 107.9 106.9 103.2 15.0 10.0 (10.0)

東 京 都 武蔵村山市 107.3 13 107.3 110.5 99.6 11.0 3.0 (3.0)

神奈川県 愛 川 町 107.3 13 107.3 106.9 97.5 10.0 0.0 (0.0)

埼 玉 県 鳩 ヶ 谷 市 107.2 15 107.2 106.1 102.2 8.0 3.0 (3.0)

東 京 都 調 布 市 107.0 16 107.0 105.7 104.7 14.5 12.0 (12.0)

愛 知 県 小 牧 市 107.0 16 107.0 104.8 100.2 10.0 3.0 (3.0)

神奈川県 平 塚 市 106.8 18 106.8 105.8 102.9 10.0 6.0 (6.0)

埼 玉 県 小 川 町 106.6 19 106.6 105.3 101.5 5.0 0.0 (0.0)

愛 知 県 瀬 戸 市 106.5 20 105.5 106.4 101.7 10.0 5.0 (6.0)

団体支給率
H21.4.1現在

国基準の支給率

（注）　国においては、給与構造の見直しに伴う俸給水準の引き下げについて、経過措置（現給保障）を設けて段階的に
　　実施することにしており、これと併せて、地域手当の支給率を段階的に引き上げ、平成22年度までに制度を完成させる
　　こととしている。

※１　H21.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出した地域手当補正後ラスパイレス指数

※２　制度完成時における国基準の支給率により算出した場合の地域手当補正後ラスパイレス指数
　　　（団体の支給率はH21.4.1現在）

（制度完成時）
※２
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